
 

 

 

自転車・オートバイの盗難被害防止 
 昨年から、大型店舗などで、自転車やオートバイが盗まれる被害が多発しています。 

 刑法犯に占める自転車やオートバイ等の盗難事件は、他の事件に比べても多く、みなさんにとって、最も

身近な犯罪です。 

 大切な自転車やオートバイが、盗まれないためにも、 

○ 少しの間でも、必ずカギをかけましょう。 

○ 必ず、ツーロックを。 

○ 自転車やオートバイを購入したときは、必ず、防犯登録を行い、控えを大切に保管しておきましょう。 

○ 自転車の前かごや、オートバイのメットインなどに貴重品を入れぱっなしにするのは、やめましょう。 

自転車やオートバイを盗む行為は、刑法２３５条に触れ、処罰の対象になります。 
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令和６年春の全国交通安全運動の実施について 

 

 

道路を横断する際は横断歩道を渡る、信号に

従うなど、基本的な交通ルールを守りましょう。 

横断歩道では必ず止まり、手を上げる、運転者

に顔を向けるなど、運転者に横断する意思を伝え

ましょう。 

夜間に外出する際には、ＬＥＤライトや反射材用

品を活用し、自己防衛に努めましょう。 

 

 

横断歩道に接近する際は、横断歩道に歩行者

がいないことが明らかな場合を除き、横断歩道の

直前で停止できる速度で進行しましょう。 

横断歩道を横断しようとする歩行者がいる場合

は、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者の横

断を妨げないようにしましょう。 

夜間は早めにライトを点灯しましょう。 

スローガン ～今日もまた あなたの無事故 待つ家族～ 

運転者の方へ 歩行者の方へ 

令和６年４月６日（土）から４月１５日（月）までの１０日間 


